
番号 評価対象取組 取組の方向 評価の視点 平均点

議員間討議の機会は十分に確保されていましたか。

議員間討議の機会を十分に活用しましたか。

議員間討議を通じて合意形成を図るよう努めましたか。

（年間）活動計画の策定に当たって、委員会で十分に議論を行いましたか。

（年間）活動計画の内容は適切なものでしたか。

（年間）活動計画に沿って委員会活動を行いましたか。

重点調査項目の設定に当たって、委員会で十分に議論を行いましたか。

重点調査項目の内容は適切なものでしたか。

重点調査項目について十分な調査・審査を行いましたか。

県内外調査の調査先は適切でしたか。

調査先で十分な調査を実施しましたか。

県内外調査における内容をその後の調査・審査に活用しましたか。

番号 評価対象取組 取組の方向 評価の視点 平均点

必要に応じて、参考人招致や公聴会の実施について協議を行いましたか。

参考人招致や公聴会における意見をその後の調査・審査に活用しましたか。

請願審査は適切な方法で実施しましたか（執行部からの意見聴取や紹介議員
の出席要求、請願者の参考人招致など）。

採択した請願の願意の実現に向けて、具体的な取組を行いましたか。（知事等
に対する経過報告等の要求、知事等への申し入れ、意見書の提出など）

※本特別委員会では、委員のうち、県内外調査及び参考人招致を実施した時点で委員でなかったものについては、「県内外調査」及び「参考人制度等の活用」における評価を行わないこととした。
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重点調査項目
　県政で課題となっている項目など、年間を通じて特に調査を行っていく必要がある事項を「重点調査項目」として年間
活動計画で定めます。 4.9

（年間）活動計画 4.9　効率的かつ効果的な委員会の運営を図るため、（年間の）活動スケジュール、重点調査項目、県内外調査等の予定に
ついて定める（年間）活動計画を策定します。

　「重点調査項目」を中心として、所管事項について調査するための県内外調査の予定を（年間）活動計画で定めます。 5県内外調査

2

参考人制度等の活用 5

〇基本方針　～開かれた議会運営の実現～　議会活動を県民に対して説明する責務を有することに鑑み、積極的に情報の公開を図るとともに、県民が参画しやすい開かれた議会運営を行います。

請願への対応 -

　県政の重要な案件又は県民の利害に関わる重要な案件の調査・審査に当たっては、専門的知識を有する者のほか、
利害関係者や県民の意見を反映させるため、必要に応じて参考人の招致や公聴会の開催を行います。

　受理した請願については、主として所管の委員会において、誠実かつ慎重に審査を行います。また、採択した請願に
ついては、必要に応じて、知事等に対しその処理の経過及び結果の報告を求めるほか、国等に対し意見書を提出する
など、議会として願意の実現に向けた取組を行います。

　議事機関としての議会の機能を十分発揮するため、議員相互間の討議を積極的に行うよう努めます。
　また、効率的かつ効果的な委員会の運営を図るため、委員長会議の開催をはじめとした委員会間の情報共有・調整
及び連合審査会の活用に努めます。

1 委員会審議の活性化 4.9

〇基本方針　～住民本位の政策決定と政策監視・評価の推進～　　議会の本来の機能である政策決定並びに知事等の事務の執行について監視及び評価を行います。

特別委員会活動 評価総括表

　１　特別委員会活動の振り返り（委員会討議の結果の概要を記載する）

　２　特別委員会の評点の平均点

特別委員会名（伊勢茶の振興に関する条例策定調査特別委員会）　

・伊勢茶に親しむ暮らし推進条例案を策定するに当たって、非常にきめ細やかな調査・検討を行うことができて良かった。
・特別委員会では、一回に限り、１泊２日で県外調査を行うことができることとなっているが、より充実した調査を行うため、二回以上県外調査を行うことができるようにしたほうが良いのではないか。


